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関市公共交通会議 
 

○日時 

 平成23年８月23日（火曜日） 午後２時00分 開議 

               午後３時08分 閉議 

 

○場所 

 関市役所 ６階 ６－２会議室  

 

○出席委員 

   区 分     氏 名       所 属 及 び 職 名 

 事業者代表    山田 芳喜   (社)岐阜県バス協会 専務理事 

          冨田 尚之   岐阜乗合自動車(株) 取締役管理部長 

          山田 善章   (株)ドライビングサービス 業務部長 

          三輪 雅之   関タクシー(株) 代表取締役社長 

 市民・利用者代表 加藤喜美治   関市社会福祉協議会 会長 

          長屋 博夫   関市老人クラブ連合会 会長（代理） 

三輪 博文   関市ＰＴＡ連合会 

          池村 洋子   関市女性連絡協議会 副会長 

 運輸局      水野 雄一   中部運輸局岐阜運輸支局 

                   首席運輸企画専門官（代理） 

 運転手組合代表  三ツ村秀樹   岐阜乗合自動車労働組合 執行委員長 

 岐阜県公共交通課 成瀬 幸子   岐阜県 都市建築部 公共交通課長（代理） 

 道路管理者    杉本 達彦   岐阜国道事務所 管理第一課長（代理） 

          国枝 清量   美濃土木事務所 道路維持課長 

 関警察署     小路 和公   関警察署 交通課長 

 学識専門者    福本 雅之   名古屋大学大学院 環境学研究科  

都市環境学専攻 技術補佐員 

 関 市      青山 雅紀   関市副市長（会長） 

          大野 隆幸   関市企画部長（幹事長） 
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午後１時55分 開会 

 

○事務局（山下まちづくり推進課長） 

 皆さん、こんにちは。本日は、お忙しいと

ころご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 ご案内の時間になりましたので、ただ今か

ら、平成23年度第２回関市公共交通会議を開

催させていただきます。 

 それでは最初に、本会議の会長であります

青山副市長からご挨拶をいたします。 

○会長（青山副市長） 

 改めまして、皆さん、こんにちは。 

 非常に蒸し暑い中、お盆を過ぎたら急に最

高気温が下がるようですが、本日はご出席い

ただきまして、ありがとうございます。 

 何はともあれ関市は、昨年は海づくり大会、

今年はこの地域の関市立関商工高校が、予期

せぬことで、甲子園の出場いたしました。そ

して、来年は国体ということで、非常に良い

意味での活性化というか、そういう話題があ

りました。 

 全国的に見ても「３．１１」、北日本を襲

いました未曾有の震災につきましては、政府

を中心に復旧・復興に向けて取り組んでみえ

るわけでございます。 

 関市もいろいろな意味合いで地域の課題と

いいますとやはり公共交通という住民の足に

なります。これをどうしていくかというのが

極めて、合併以降の大きな課題となっており

ます。 

 そういった中で、今日お集りいただいたわ

けでございますが、議事の中では、10月１日

からの変更予定であります停留所の統合、名

称変更等、また前回からの話題となっており

ますＩＣカードの導入等を含めて協議を行う

こととなっております。 

 忌憚のない各委員のご意見を賜りながら、

関市としては、住民福祉と一緒のように公共

交通としての住民の足を確保していきたいと

考えておりますので、お願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○事務局（山下まちづくり推進課長） 

 ありがとうございました。 

 会議に入らせていただく前に、資料の確認

をさせていただきます。事前に送付しており

ますのが、本会議の議案書でございます。そ

して、本日、お席に配付させていただいてお

ります関シティバスの利用者集計表、もう１

つは、出席者名簿ということになっておりま

すが、漏れがございましたら事務局までお声

かけいただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（発言者なし） 

 それでは会議の議長につきましては、本会

議要綱に基づきまして、議長は会長をもって

当てることになっておりますので、青山副市

長に会議の進行をお願いいたします。 

○会長（青山副市長） 

 それでは、私の方で進行させていただきた

いと思います。議事でございますが、これよ

り、議案第１号、バス停留所の統合につきま

して、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（山田和伸） 

 まちづくり推進課の山田と申します。本日

は、よろしくお願いいたします。 

 議案の説明に入る前に、２点、資料の追加

でご記入をさせていただきたいと思います。

議案第１号ですが、改正日の記載の漏れがご

ざいまして、改正につきましては先ほどの会

長の挨拶でもありましたとおり、平成23年10

月１日ということでお願いいたします。そし

て、議案第２号につきましても、同日の改正

日となりますので、お願いいたします。 

 それでは、議案第１号、バス停留所の統合

についてからご説明いたします。 

 資料といたしましては、議案所の１ページ

と３ページです。議案第１号につきましては、

関市内の洞戸地域を運行しております関シテ
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ィバスは、国道256号を中心に運行しており

ます。路線といたしましては、ＪＲ岐阜とを

繋いでおります「岐阜板取線」、美濃市とを

繋いでおります「牧谷線」、そして関の市街

地と繋いでおります「関板取線」、洞戸地域

内を運行しております洞戸地域内バスの４路

線がございます。３ページに地図が記載して

ございますが、国道256号沿いに洞戸事務所

がございまして、その以北をこの４路線が常

に運行している状況でございます。地図をご

覧いただきますと中段の右側に「レストラン

幸駐車場」という所がございますが、その左

に「洞戸」というバス停留所がございます。

実は、この国道256号の道路改良が行われま

して、その位置から下の方をご覧いただくと

「司法書士 武藤則之」と書いてある所があ

るのですが、これがなくなりまして、道路改

良によりバス停留所の位置が変わりました。

その下の方をご覧いただくとわかるのですが、

「洞戸通元寺」というバス停留所がございま

す。この道路改良によって、もともと近かっ

た２つのバス停留所がさらに近くなりまして、

敶地内に２つのバス停留所があるというよう

な状況にまでなりました。 

 10月１日でもってこれらのバス停留所を統

廃合し、また、これをきっかけに地元の方々、

洞戸地域内や関市内外の方にわかりやすいバ

ス停留所名にしようではないかということに

なりまして、「洞戸診療所前」に名称を変更

させていただきたいというものであります。 

 この件につきましては、地元の確認を取っ

ており、同意されているものであります。 

 変更日は、先ほど申し上げましたとおり、

平成23年10月１日でございます。 

 以上でございます。 

○会長（青山副市長） 

 ただ今、事務局からバス停留所の統合につ

いて説明をしていただきました。何かこの件

について、ご質疑がございましたらどうぞ。 

 よろしいでしょうか。 

（発言者なし） 

 質疑もないようですので、議案第１号につ

いて採決をしたいと思います。 

 提案説明のとおりに決することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ありがとうございました。 

 ご異議なしと認めます。そうしましたら議

案第１号のバス停留所の統合については事務

局の説明どおりに決したことを報告させてい

ただきます。 

 続いて、議案第２号、バス停留所の名称変

更につきまして事務局からお願いします。 

○事務局（山田和伸） 

 議案第２号ですが、資料といたしましては

２ページと４ページになります。 

 関市内の武芸川地域になりますが、その地

域に「スーパーマルキ」という店舗がござい

ました。この度、この店舗が「バロー武芸川

店」という店舗名に変わりました。これに伴

いまして、この地域を運行しております関シ

ティバスの「関板取線」ですが、４ページの

地図に○印で記載をしてありますとおり「マ

ルキ北」バス停留所となっております。この

武芸川地域の方々、または、それ以外の地域

の方々など多くの方に利用されております。

この地域にも武芸川の地域内バスも運行され

ており、地域内バスでの店舗利用者もおりま

す。 

 この度の店舗の名称変更に伴いまして、

「マルキ北」バス停留所を店舗名と同様に、

「バロー武芸川店北バス停留所」と名称変更

をさせていただきたいというものでございま

す。 

 変更日につきましては、平成23年10月１日

からということで、改正させていただきたい

というものでございます。 

 お願いいたします。 

○会長（青山副市長） 

 議案第２号、バス停留所の名称変更につい
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て、事務局より説明させていただきました。

何かご質疑ございましたら、お伺いしたいと

思います。 

 今までは、マルキ武芸川店があって「マル

キ北」になっています。今度は、バロー武芸

川店になって「バロー武芸川店北」と長い名

前になるがこの辺はいいですか。地元は、そ

の方がわかりやすいのではと思います。 

○事務局（山田和伸） 

 関市内にはバローが何店かございまして、

今日はご提示させていただいてはいないです

けれども、旧関地域ない内にはバロー関緑ケ

丘店とバロー東関店というのがバス停留所名

で使用されておりますので、それに合わせた

形で今回も「バロー武芸川店」とさせていた

だけないかなというものであります。 

○会長（青山副市長） 

 尐し補足をさせていただきましたが、バス

停留所の名称変更について、質疑はございま

せんか。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 マルキ北のバス停留所は、運賃の境の停留

所になっていたと思うのですが、乗客の方や

住民の方にその周知は、徹底された方がよろ

しいかと思います。 

 ご意見として述べさせていただきます。 

○会長（青山副市長） 

 はい、徹底をお願いします。他にございま

せんか。 

（発言者なし） 

 質疑もないようですので、議案第２号につ

きまして、承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ありがとうございます。ご異議なしと認め

ます。よって、議案第２号につきましては、

事務局の提案どおりに承認とすることに決し

ました。 

 続いて、その他でございますが、（１）の

ＩＣカードの導入について、事務局から説明

をお願いします。 

○事務局（山田和伸） 

 資料といたしましては、議案書の５ページ

になります。 

 ＩＣカード「アユカ」についてですが、６

月23日の関市公共交通会議においてご承認を

いただいており、バス事業者であります岐阜

乗合自動車株式会社と調整がつき、導入時期

を９月１日と決定いたしましたので、本日、

改めてご報告をさせていただくものです。 

 ５ページのような資料を作成いたしまして、

８月15日の広報せきにおきまして、自治会の

班回覧というものでもって市民の皆さんに周

知をさせていただいているところでございま

す。 

 これに付け加えまして、10月１日から高速

名古屋線においてもＩＣカード「アユカ」が

利用できるようになるため、10月１日号の広

報せきにおいて、今一度、市民の皆さんに周

知をさせていただき、そして、バスの利用促

進に努めていきたいと考えております。 

 関シティバスについてのＩＣカード使用開

始日は、９月１日でございます。 

 以上です。 

○会長（青山副市長） 

 ９月１日から導入を予定しておりますＩＣ

カードについて、何かご質問等がございまし

たらお願いします。 

○委員（水野岐阜運輸支局代表） 

 岐阜運輸支局の水野です。 

 ８月15日号の広報で告知をされたようです

が、そういったものに対する反響というよう

なものは、関市あるいは岐阜バスの方に何か

あるのでしょうか。 

○事務局（山田和伸） 

 広報をご覧になられた住民の反応といたし

ましては、私ども市の情報提供不足というこ

ともございまして、カードがどこで購入でき

るのか、積み増しはどういう形で、どこでで

きるのか、というご質問をいただいておりま

す。それらに対するお答えもさせていただい
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ておりますが、その辺りについても次回の10

月１日号に取り入れて、一緒に告知するよう

考えております。 

○委員（水野岐阜運輸支局代表） 

 ありがとうございます。 

○会長（青山副市長） 

 その他にございませんでしょうか。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 本当に細かいことなのですが、「45分以内

にバスを乗り継いだ場合に乗り継いだバスの

運賃が40円割引されます。（関シティバス・

営業バス共通）」と書いてあるのですけれど

も、営業バスという言い方は住民の方にとっ

てはわからないと思います。そこで、「どの

バスでも同じですよ」というような書き方を

するとよいのではないかなと思います。 

 関シティバスと営業バスのどちらでも使え

るようになるということなのですが、そもそ

も、何がシティバスで何が岐阜バスかという

認識がないのかなという感じがしています。

これは追い追いになりますが、要するに、市

内の全部のバスで使えるようになりますとい

った告知が必要です。そういう案内の仕方の

方が住民にはわかりやすいと思いますので、

その表現について、気をつけていただけると

よいと思います。 

○事務局（山田和伸） 

 ありがとうございます。 

 10月１日号に予定しておる広報内容ですが、

使用できる路線名をすべて掲げようかと考え

ております。 

 事務局の思いといたしまして、地域内バス

とデマンド路線は関係ないですよというのを

謡いたかったというところがございますので、

今言われましたとおり、その旨をできる限り

わかりやすく努めたいと思います。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 高速名古屋線についても、名鉄バスは使用

できないですので、お願いいたします。 

○会長（青山副市長） 

 今、福本先生の発言内容について、営業バ

スというのは、岐阜バスも名鉄バスも全てと

いうことか。 

○事務局（山田和伸） 

 高速名古屋線につきましては、今現在、ア

ユカはご利用になることができない状況でご

ざいます。それで、名鉄バス車両につきまし

ては、また違うカードがございまして、そち

らの方のカードで今も利用可能です。 

○会長（青山副市長） 

 先生が言われる、営業バス共通ということ

だが、どういうバスがどうだとか、市民の人

はわかるのですか。 

○事務局（三輪裕章） 

 マナカとアユカの違いです。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 高速バスの名鉄バス車両と地域内バス以外

は使えるということですね。あとデマンドも

使えないですね。 

○事務局（三輪裕章） 

 そうです。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 デマンドの車両と高速名古屋線の名鉄車両、

地域内バスの車両については、アユカは使え

ませんよということです。それ以外の岐阜バ

スで運行している所は、全部使えるというこ

とです。 

 だから、わかりやすく言うとすれば、わか

くさ色のバスと岐阜バスのバスは、全部使え

ますよということですね。それが１番わかり

やすいと思います。 

 こういう詳しく書く内容は、小さく書いて

も良いと思うので、ざっくり説明する時には

「市のバスと岐阜バスの車両で運行する分に

使えますよ」と案内した方が、住民の人には

わかりやすいのかなと思います。 

○会長（青山副市長） 

 では、事務局でその辺を市民にわかりやす

いように周知に努め、市民から見てわからな

いのではいけないので、ここだけはしっかり
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とお願いします。 

 他に質疑等はございませんか。 

（発言者なし） 

 ＩＣカードに関する件は、以上で終了させ

ていただきます。 

 次に、（２）と（３）は関連性があるので、

一括で説明をお願いします。 

○事務局（山田和伸） 

 その他の（２）、（３）をまとめて説明い

たします。 

 まず、「わかくさ・向山線」についてです

が、議案集の６、７ページになります。 

 この「わかくさ・向山線」につきましては、

通常の定時定路線とは異なりまして、電話を

していただいてご利用いただくデマンド路線

でございます。また、国の公共交通活性化再

生総合事業ということで実施している路線で

もあります。 

 この路線の地域には、向山団地というもの

がございますが、こちらの団地からは、以前

からダイヤの改正をして欲しいという強い要

望がございます。また、利用状況を本日配付

しておりますが、朝の１便目につきまして、

市が用意しておりますハイエースという車両

なのですが、これで運行を行っております。

この車両に乗りきることができなくなる日が

時々あると運行事業者から聞いております。 

 そういった場合は、事業者所有のマイクロ

バスなどで対応いただいておるなど、大変利

用者の多い状況であります。 

 今回の改正に伴って、住民の方の要望を受

け入れさせていただき、マイクロバスではな

いと運行できないという状況を回避させ、私

ども市所有の車両で運行できるようにならな

いかという思いから、本数を１便増やさせて

いただき、時刻変更を行おうというものです。 

 この変更につきましては、確認をさせてい

ただいたところ、この会議の承認が特に必要

というものではなく、利用者にとって便利に

なるものであり、ダイヤの改正についても簡

易な改正であるということから、本日の会議

においては報告ということにさせていただき

たいと思います。 

 改正日につきましては、10 月１日からこ

のダイヤで運行させていただきたいと思って

おります。 

 利用者や住民への周知につきましても、10

月１日の広報せきに掲載して、周知に努めて

いきたいと考えております。 

 続きまして、「わかくさ・千疋線」になり

ます。 

 資料は、８、９ページをお願いいたします。 

 この「わかくさ・千疋線」につきましては、

６月23日の第１回関市公共交通会議において

ご承認をいただいておりますので、こちらの

方も報告というふうにさせていただきたいと

思います。 

 第１回関市公共交通会議後に事業者と調整

をいたしましたところ、８ページの改正前と

いう時刻表ですが、４便目のダイヤをご覧い

ただきたいと思うのですが、このダイヤを次

ページの５番のように、尐し時刻を変更させ

ていただきたいというものです。 

 変更日につきましても、10月１日というこ

とでございます。 

 こちらの方も10月１日号の広報せきにおい

て、周知をさせていただく予定でおります。 

 以上でございます。 

○会長（青山副市長） 

 ダイヤ改正について、わかくさ・向山線、

わかくさ・千疋線の説明がありました。 

 単純に１本増えたということですか。 

○事務局（山田和伸） 

 そうですね。向山線につきましては、１本

増便をして、時分調整を多尐させていただき

ました。 

○会長（青山副市長） 

 ただ今、事務局の説明申し上げました内容

について、何かご質問等ございましたらお伺

いしたいと思います。 
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 この要望というのは、市長のわいわい談義

とか、出前講座とか、いろいろな場面で、地

域からいつもの話題としてバスの関係が出て

くるのですが、これはアンケートか何かを取

ってこういう増便にしたのですか。 

○事務局（山下まちづくり推進課長） 

 向山線と千疋線とは、尐し経過においては

違うのですけれども、向山線についてはそれ

なりに住民の方からの声が聞こえてはおりま

したところ、複数の方がまとまって市役所に

ご要望にいらしたということを受けて、再度、

バス利用者の状況を調査してこういう形にな

りました。 

 千疋線につきましては、岐阜バスの事情が

あり、これを受けて岐阜バスにご協力いただ

き、住民への説明会を２回ほど開催してきま

した。説明会の中では、こういう形でとりあ

えずお願いをしており、地元にとっては大変

お困りのところはあるのですけれども、営業

バスが撤退するのを補完する意味で、シティ

バスで最大限穴埋めできるのがこういう範囲

であるということで、本日、ご報告をさせて

いただいている所であります。 

○会長（青山副市長） 

 利用される方の代表の方からの強い要望、

そして、営業バスの計画変更に伴うシティバ

スのダイヤ変更というものです。企画部長も

ここにおりますけれども、今までの市長と住

民の方との語る会やわいわい談義でいつも出

てくるような利用者の声をもっと聞いて欲し

いというような声も出ておりますので、そう

いった中での１つの取り上げた変更ではない

かと思っております。 

 何かこの２路線について、質問はございま

せんか。 

○委員（加藤社会福祉協議会会長） 

 誠に幼稚な質問で申し訳ないのですが、

「わかくさ・向山線」は、１時間前に予約を

受けた場合に運行しますということで、極端

なことを申しますと16番の向山団地の方が８

時17分に乗りたいという予約をされた場合は、

中濃厚生病院の７時45分発で直接行ってしま

うのか、順番に行くのかどうですか。 

○事務局（山田和伸） 

 その他の予約がなければそのようになると

思います。７時45分に出て、どれだけかかる

かわかりかねますが、着いた時刻で待ってみ

えなければ、この出発の時刻まで待ってその

方を乗せて目的地まで運んでいただくという

ことになります。 

○会長（青山副市長） 

 実際に運行していただいている方から、尐

し説明をお願いします。 

○委員（山田㈱ドライビングサービス代表） 

 ちょっと違いますね。16番の８時17分の予

約がいただければ、この方１件であれば、直

接８時17分までに行きます。８時17分になっ

たら出発して目的地に行きます。こういうこ

とです。 

○委員（加藤社会福祉協議会会長） 

 それならわかりました。 

○会長（青山副市長） 

 いわゆるデマンドの形になります。 

○委員（池村関市女性連絡協議会副会長） 

 では、３件申込みがあったとします。３つ

の停留所です。そうすると、そこを早い時間

の順から回って、皆さんご一緒にということ

になるのですか。 

○会長（青山副市長） 

 ということは、中濃厚生病院の１番の７時

45分に限らないということですね。７時50分

頃スタートするかもしれないということです。

利便性があるのかどうかわかりませんけれど

も、デマンドシステムではこういう形を取っ

ているということです。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 これは、時刻表でバスの時刻表と思うより

も、例えば、貸切バスでどこか旅行に行く時

に集合時刻があります。その場合をイメージ

していただければよいかと思います。この時
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間までにここに来て下さいねというものです。 

○会長（青山副市長） 

 他にご質問等ございませんか。 

（発言者なし） 

 特に質疑等もないようですので、（２）と

（３）についてはこれで終了したいと思いま

す。 

 せっかくの会議でございます。いろいろな

意味合いの意見を出し合っていただき、今後

に活かしていきたいと思っておりますし、ど

んなご意見でも結構です。忌憚のないご意見

をいただけないかと思っております。どうで

しょうか。 

 実は、今関市が計画しておりますが、西の

地区には西部支所があり、ここにふれあいセ

ンターの建設を計画しております。千疋線も

関連するかもわかりませんけれども、その中

にバスの乗継所を計画しております。そして

また、今は春日神社の前で止まっております

けれども、これが３年半後を目標に平面で国

道248号に道路を繋げます。ということにな

ると、路線的にいろいろな意味合いの高速バ

スも含めたバス路線の計画変更をせざるを得

ないでしょう。現在、そういった計画を関市

として持っておりますし、ご存じのように市

役所の東側にはバス乗継所、いわゆる計画の

中ではシティバスの乗継所として構想があり、

わかりやすい乗継ができるバス停留所にして

いけないかと考えております。そういう計画

を持っておることだけご承知おきを願いなが

ら、また皆さんのいろいろなご意見等をいた

だきながら、市民にとってわかりやすいもの

にしていけないかと思っております。 

 どんな意見でも結構でございます。せっか

くご出席願ったわけですから。 

 何かございませんでしょうか。意見交換で

結構でございます。 

 大変失礼でございますが、加藤会長から順

番に一言ずつ、どんな意見でも結構でござい

ますので、お願いいたします。 

○委員（加藤社会福祉協議会会長） 

 先ほど質問したことに触れますが、利用者

の表の１番下の「わかくさ・向山線」を見ま

すと相当人数も運行回数も多いようでござい

ますが、これは全部このような予約をされて

運行された数字でございますか。 

○事務局（三輪裕章） 

 はい、すべて予約された方です。 

○会長（青山副市長） 

 運行回数で言うと、「わかくさ・迫間線」

というのが、１番運行回数が多いのですか。 

○事務局（三輪裕章） 

 迫間線につきましては、上りと下りを設け

ておりますので、その分の運行の時刻表自体

の設定が１日８便という形になっています。

その他の田原線と向山線は巡回する運行とな

っています。１日４便ですので、数自体は半

分になるとお考えいただきたいと思います。 

 「わかくさ・迫間線」については、比較的

予約が多い路線です。 

○会長（青山副市長） 

 では、老人クラブからはいかがですか。 

○委員（長屋関市老人クラブ連合会代表） 

 私の住まいは、板取地域なのですが、板取

ふれあいバスがあり大変便利に使わせていた

だいております。しかし、そのバスの色がま

ちまちなので、できましたら似通った色にし

てもらえるとよいのではないかと思います。 

○事務局（三輪裕章） 

 バス車両につきましては、順次新しいもの

を買っておりまして、今年度も板取地域に１

台入れる予定でおります。市街地で走ってい

るシティバスと統一したわかくさ色のバスで

更新していく考えを持っております。 

 順次更新し、車両に統一性を持たせていく

予定でおります。 

○会長（青山副市長） 

 ＰＴＡからはいかがですか。 

○委員（三輪関市ＰＴＡ連合会代表） 

 私は、ＰＴＡの代表として参加させていた
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だいておりますけれども、例えば、小学校や

中学校などで土日に運動会などが開催されて

おります。学校の参観日などは、敶地内で駐

車ができるのですけれども、グラウンドを使

用する運動会などの大きな催事ものにつきま

しては、学校周辺の方々にご迷惑をかけるこ

とがないように、参観者と言いますか、運動

会を楽しみに来られる親御さんやおじいさん、

おばあさんがなるべく徒歩で来られるのです。

その時に、やはり足の悪い方とかいろいろな

方が来られます。ご来賓の方は駐車スペース

を取るのですけれども、どの学校においても

学校敶地内には駐車スペースが多分に不足を

しているというところでございます。 

 やはり、今のデマンド対応ができることと

か、土曜日や日曜日で便のこともあるのでし

ょうけれども、小学校の運動会などは朝始ま

って３時くらいに終わります。この路線バス

の時刻に合う形でやっておるのですけれども、

そうすると１度に100名から200名くらいの利

用者を呼びかけることができるのですが、そ

の時に市の方で増便体制を対応できるとよい

と考えます。ＰＴＡは、子どもたちのことを

思って一生懸命働きかけもいたしますし、子

どもたちも昨今豪雤などで家に帰る時、ゲリ

ラ豪雤などで足元がすごく危ない時がありま

すので、そんな時に通常だと徒歩で帰るよう

な時にもバスを使って安全に帰宅できるよう

な手段というのを、学校を含めて案内ができ

るということであれば、親としても多分に安

心できる交通機関です。 

 そういうような活用法を関市流にアレンジ

いただいて、まずは子どもたちの安全ために、

活用ができるような取り組みを考案していた

だけたら嬉しく思います。 

○会長（青山副市長） 

 貴重なご意見をありがとうございました。 

続いて女性連絡協議会からお願いします。 

○委員（池村関市女性連絡協議会副会長） 

 私は、高速バスをよく利用させていただく

のですけれども、関シティバスについては、

本当に１度乗りたいと思ってもなかなか乗る

機会がございません。でもやっぱり、私たち

が10年後運転できるかということも考えます

と、これは高齢者にとってはとても必要なも

のであると思います。いくら利用者が尐なく

ても、１人の高齢者でも、どこの地域でも来

られるような状況がずっと続くように、10年

後は私も利用しなきゃいけないと思った時に、

なるべく使いやすくて便利なバスを存続させ

ていただきたいと思っています。 

○会長（青山副市長） 

 ありがとうございます。 

 岐阜国道事務所からお願いします。 

○委員（杉本岐阜国道事務所代表） 

 私は、岐阜の方で加納めぐりバスを使わせ

てもらっているのですが、その関係で２、３

の確認を願いします。岐阜の場合、アユカの

入手場所は、多分名鉄の駅前くらいしかない

のでご不便かなと思います。市役所でできれ

ばよいと思います。 

 それと、岐阜の加納めぐりバスだと回数券

も昔ながらであるのですが、この辺はどうい

う考えなのか、使い分けるのかなと思ってい

ます。これが第２点です。 

 それと乗継の40円についてですが、これは

シティバスと路線バスで使えるようになりま

す。確か１回目は使えるのですが、例えばＡ

からＢは利用でき、ＢからＣは駄目だと思い

ます。この辺の条件としてＡからＢに乗った

時は40円引くのですけれども、もう１回乗っ

た時の２回目から３回目は引かず、３回目か

ら４回目はまた引くと思います。その辺だけ

は勘違いしないようにと思いますし、シティ

バスからシティバスに乗り換えた時も40円の

割引があるのかなと思い、100円から60円に

なってしまうので、そこまで引くのかなとい

うことで、その辺、混乱されそうかなと外部

の人間で思います。 

 岐阜の方も岐阜バスのアユカによって便利
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なので、ぜひ有効に利用してもらえればよい

と考えます。 

○会長（青山副市長） 

 回答をお願いします。 

○事務局（三輪裕章） 

 回数券につきましては、現在も販売してお

りますが、市役所での販売はなく、岐阜バス

の関営業所で販売をしていただいております。

また、車内でもご購入をいただけておるとい

う状況でございます。アユカ導入後について

ですが、回数券を現在も利用されている方が

みえますので、すぐに回数券の販売をやめる

のではなく、当面は併用を考えておりまして、

回数券とアユカを併せて販売する予定です。

市役所の窓口でアユカを売るというわけには

いかないのですが、営業所でご購入していた

だきたいと思います。 

 乗継割引につきまして、シティバスの運賃

は、現在100円でございます。これが乗継を

した場合には40円の割引が適用されて60円に

なるということになります。 

○会長（青山副市長） 

 美濃土木事務所からお願いします。 

○委員（国枝美濃土木事務所道路維持課長） 

 私は、土地の人間ではないものですからな

かなか使う機会がないのですが、田舎の方で

名鉄とかめくられた地域に住んでおったもの

ですから、先ほども言われましたように、高

齢化になってきますとバスがどうしても重要

になるものですから、費用を覚悟する意味で

はいろいろな地域を把握しながら、形態は変

えながらで良いのですけれども、できるだけ

多くの方に使っていただくような形や仕組み

があるとよいかなと思います。 

○会長（青山副市長） 

 続いて、関警察署の小路さん、お願いしま

す。 

○委員（小路関警察署交通課長） 

 先ほど議長からも今後新たな路線があると

いう話がございましたけれども、当然新たに

バス停留所を設ける時ですとか、これから先

も見直していってバス停留所を動かす時とか

そういう話が出てくると思います。なるべく

早めに、やろうとする側と道路管理者と交え

てこういう形状にしたいというものを擦り合

わせていきたいと思っております。と申しま

すのも、先ごろ新たにバス停留所を動かした

いという話を美濃市からありまして、かなり

切羽詰まった状態で持ってこられまして、市

側も設置したいばかりなので、そうするとど

うなるかと言うと、用地も買収できない、今

ある現状のものをいじめてという安全と相反

する形でなんとかバス停留所だけ作りたいと

いう悪い方向に進んで行ってしまいます。そ

うならないためにも、そういう計画があれば、

早い段階でお話をいただいて安全な形で作っ

ていきたいと思っております。そういうのが

あれば早め早めで手を打っていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○会長（青山副市長） 

 続いて岐阜県の公共交通課からお願いしま

す。 

○委員（成瀬岐阜県公共交通課長代理） 

 今もご意見で出ているのですけれども、利

用される方がいないと関シティバスもそうで

すが、こういうコミュニティバスは行政が多

額の税金を投入して使われるものなので、よ

り皆様の身近で利用しやすいものになるよう

願っております。先ほどもデマンドのことで

いろいろご質問があったように、やはり周知

とか、路線がどこを走っているかとか、そう

いったことがわかりやすいように皆さんに広

報していただいて、皆さんにとってより身近

に利用されて、これだけ税金投入しても皆が

使っているから必要だというものにしていた

だけたらと思います。 

 先ほどの割引についてですが、アユカを使

って乗り継いだ場合には、関市に入ってくる

収入が尐なくなるのか、それとも岐阜バスの
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サービスで関市には１人100円の収入が入っ

てくるのかどちらなのでしょうか。 

○事務局（三輪裕章） 

 割引される分につきましては、岐阜バスに

入ってくる運賃収入、すなわち実際に利用者

から受け取る金額が尐なくなり、経費に対す

る欠損分は、市がお支払していくという形に

なります。市に運賃収入として実際に現金が

入ってくるというわけではないですので、割

引を含めた欠損分を市がお支払いするという

形になります。 

○会長（青山副市長） 

 次に、中部運輸局岐阜運輸支局からお願い

します。 

○委員（水野岐阜運輸支局代表） 

 今日、こういうリストの形でシティバスの

集計表を見せていただきまして、話の中でも

ありましたけれども、デマンドの迫間線です

とか富野線については、デマンド稼働してい

ても、ちゃんとした乗合の形になっているの

だという印象を持ちました。デマンドと言い

ながら、ただの安いタクシーになり下がって

いるというのは言葉が悪いですけれどもそう

いうのが多い中で、デマンドに乗る人が活用

されておって、今回の改正になったわけです。

要望等を聞きながら、ますます公共交通の維

持や発展に努めていただければ支局としても

ありがたいなという印象を持ちました。 

 あとはアユカの話なのですが、バスの車内

で無記名のものを買った記憶があるのですが、

関市のバスではそこまでの対応は考えてみえ

ないのですか。 

○事務局（三輪裕章） 

 アユカにつきましては、岐阜バスの車内で

無記名のものは販売してみえると思うのです

けれども、使えるカードとしては全くちがう

カードになるわけではなく、関市の自主運行

バスでも使えるようになるというだけで、カ

ードが違うものではありませんのでお願いい

たします。 

○会長（青山副市長） 

 続いて、岐阜乗合自動車の労働組合からお

願いします。 

○委員（三ツ村岐阜乗合労働組合代表） 

 皆さん、どうもお疲れ様でございます。 

 先ほどからアユカ、ＩＣカードのご質問が

ございましたけれども、初めて利用される方

は不安に思うかもしれませんけれども、決し

て難しいものではなく、逆にこれに慣れてい

ただければ、こんなに便利なものはないかな

と思っていただけるのではないかなと考えて

おります。 

 資料にも掲載してありますけれども、45分

以内に乗り継いでいただければ割引というこ

ともありますし、ポイント制度もあるかと思

うのですけれども、そのように皆さんがわか

っていただければ、もっと早く導入してくれ

れば良かったなといった声が出てくるくらい

にならないかなと思っております。 

 また、10月１日から高速線の名鉄車両では

なく、私どもの岐阜バス車両につきましても

利用できますので、どんどん利用していただ

いて、ぜひお客さんもこのアユカカードに対

してご理解いただき、使用していただければ

よろしいかと思います。 

 また、車内販売もしております。無記名に

なっておりますけれども、同じアユカカード

でございますので支障はございません。安心

して使っていただけます。高齢者でも簡単に

利用でき、機械にタッチするだけで自動清算

できるという点をご理解していただければと

思います。 

○会長（青山副市長） 

 バスに乗る時、アユカカードを機械にタッ

チして、降りる時にもタッチしてということ

ですか。 

○委員（三ツ村岐阜乗合労働組合代表） 

 財布から現金を取りださずに済みます。積

み増しの場合は乗務員に言っていただければ、

積み増ししていただけます。1,000円なら
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1,000円と言えば、乗務員が機械を操作して

カードをタッチしていただければ、それで自

動に積み増しができます。かなり便利で使い

やすいと思います。 

○会長（青山副市長） 

 はい、ありがとうございました。続きまし

て、関タクシーからお願いします。 

○委員（三輪関タクシー㈱代表取締役社長） 

 ちょうど私どもの本社営業所の前なのです

が、ご承知のように、以前の新関駅にバスが

入り込まないといけないです。道路状況とし

ては非常に狭隘で、バスの運転手もかなり難

儀をしてみえるのではないかと思います。本

町から栄町の通りが比較的交通量も多いもの

ですから、出入りが難しい状況です。 

 それで、文化会館の東側の市有地にバスセ

ンター的な機能を持った施設を作る構想があ

るように聞いておるのですが、もしお答えい

ただけるようでしたら、どの程度具体化して

おるのか、どんな構想をお持ちか、お聞かせ

いただけないかなと思います。 

○事務局（山下まちづくり推進課長） 

 長良川鉄道の西側ですね。 

○委員（三輪関タクシー㈱代表取締役社長） 

 はい、文化会館の道路を隔てた東側です。 

○会長（青山副市長） 

 ご存じのように、文化会館の東、長良川鉄

道の西の所には、当初の計画ではバスターミ

ナルの機能を含めた話がございました。今言

われるように栄町の状況が将来どうなるのか

わかりませんけれども、その機能を兼ねたと

いうことになって参りますと、栄町からの出

入する県道の問題がありますけれども、また

文化会館の方も併せて西木戸交差点の機能も

含めて総合的な見地に立って計画を進めてい

かなければならないなと、岐阜バスと協議は

しておる状況であります。ですから、どうい

う規模のターミナルなどという言葉ではなく、

乗継の機能としての計画は持っておりますが、

どの程度の規模というのはまだこれから詰め

させていただきたいなと思っておる状況でご

ざいます。 

 ただ、今言えるのは、鉄道とバスとの連携

を唯一できるという点では、重点施設である

と捉えてはおります。まだ具体的にどんなバ

スがどういうふうに回るかとか、どう入り込

むとかの基本的なところは、協議が必要では

ないかと思っております。予算的にもそうい

う計画は持っておりますので、ぜひとも市民

の皆さんの利便性を損なわないような形でい

けないか、そしてまた、営業バスの方々との

営利的な問題、安全性の問題、そういうのも

含めて計画していかなければいけないと思っ

ております。 

 具体的にどんな規模でどういうものだとい

うのは、この場では控えさせていただけない

かと思っております。 

 続いて、ドライビングサービスからお願い

します。 

○委員（山田㈱ドライビングサービス代表） 

 いつも市民の皆様の足として頑張ってやっ

ておるのですけれども、この２、３ヶ月の推

移を見ておりましても、800人から900人とい

うのが、今のだいたいの状況です。今後、向

山線と迫間線が中心となって増えていくよう

な気配です。 

 「友達とも話をしておいたからね」と大き

な声で話していただけるということで、デマ

ンド運行の中で楽しくドライバーとやってい

るというところも伺っております。 

 ですから、減尐することはないと思ってお

りますけれども、これ以上に私たちがサービ

スをどのようにしていくかということだけが

課題であると思っております。 

 これからも頑張っていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○会長（青山副市長） 

 次に、岐阜乗合自動車からお願いします。 

○委員（冨田岐阜乗合自動車㈱代表） 

 岐阜乗合でございます。いつもシティバス
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及び私どもの路線バスで非常にお世話になっ

ております。 

 ＩＣカード「アユカ」の件につきましては、

先ほど組合の委員長から申し上げましたので、

特にございません。やっと９月１日からシテ

ィバスで使っていただけるということで、本

当に便利なカードですので皆様にご利用いた

だきたいと思います。 

 今アユカについては、全線で18万枚流通し

ておりまして、単純に言うと18万人の方が持

ってみえるということになります。そのうち、

岐阜市では独自の高齢者カードがあり、それ

を入れての18万人になるのですが、岐阜エリ

アを中心にご利用いただいております。現在

の私どものご乗車されている人員のおよそ半

分の方はＩＣカードということで、導入して

から５年ですけれども、こうやって関市でも

お使いをいただけるということで、またお客

様を増やしていただけるのではないかなとい

う期待をしております。 

 記名式と無記名式があるのですが、記名式

で作っていただきますとデータが残りますの

で、もし紛失された場合でも再発行ができま

す。もし、カードを作りたいという場合には、

記名式で作っていただければよろしいのでは

ないかなと思います。 

 それから栄町１丁目の停留所の件ですが、

いろいろとご心配をいただいております。確

かに非常に狭くて、バスの出入りの際や周辺

の交通にもご迷惑をかけております。関市内

でも非常にご利用者の多い停留所ですので、

例えば停留所の移設等によりまして、路線に

どのような影響を与えるのか、お客様の流れ

がどのよう変わるのかといったことなども、

いろいろと調査や研究をしながら、市とご協

力をさせていただいて、進めていきたいと思

いますのでお願いします。 

○会長（青山副市長） 

 次に、岐阜県バス協会からお願いします。 

○委員（山田（社）岐阜県バス協会代表） 

 先ほどからお話に出てきているのですけれ

ども、こういうバスネットワークというもの

は、いろいろと地域の人の話を聞きながら常

に変えて行き、利用しやすいようにしていく

ということでお願いしたいです。そういうこ

とをしないといけないと思うのですけれども、

ただ、今後高齢化社会になってどう変わって

いくかわかりませんが、ネットワークがどん

どん増えて行きますといくら利用者人員が増

えても運賃が100円ということであれば、必

ず財政負担が増えてくるということが目に見

えているわけです。 

 ネットワークの構築及び合理化も含めて、

いろいろと見直していかないと、財政的にも

非常に問題が出てくることを念頭に置きなが

ら、地域住民の足の確保をしていただきたい

と思います。 

○会長（青山副市長） 

 最後になりましたが、福本先生、お願いし

ます。 

○委員（福本名古屋大学大学院技術補佐員） 

 今皆さんの話を聞いていて、アユカの導入

については、この時期にすごくインパクトが

あると思いました。それで、このチラシとか

さっきの話を伺っていて思ったのですが、こ

のチラシの出し方が岐阜の人から見たときの

言い方です。むしろ、関の人から見たら、

「岐阜の方で使えていたアユカが関でも使え

るようになります」ではなくて、「関にアユ

カが入ります、岐阜でも使えます」なのです。

岐阜まで行っても１枚のカードで行けますよ、

岐阜市内でも乗れるよ、高速名古屋線も名鉄

バスの便を除いて使える、名古屋も行けるよ、

そういう言い方だと思います。だから、そう

いうことが何かアピールできればと感じまし

た。 

 それからいろいろなご意見が出ていて、例

えば、バスの色がまちまちでちょっとわから

ないとか、アユカについてもどうなっておる

のかよくわからんという話が出ていたのです
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が、やはり公共交通を使ってもらうというこ

とは、便利にすることが第一だと思います。 

 便利にするのは何かと言うと、アユカもそ

うですし、バスの色を統一するというのもそ

うですし、そういうものが使えるようになる

という告知をすることもそうですが、要はわ

かりやすくして使いやすいものだということ

を皆さんにわかってもらうことです。 

 そうすると便利だねということで使っても

らえます。しかもそれが安いとはあえて言い

ませんけれども、値打ちがある金額で使えま

す。だから「安い＝便利」ではなくて、「こ

のサービスだったらここまで出してもいい

か」と思ってもらえるくらいのものをやる方

がポイントになります。安くないと買わない

というものではなくて、高くても買ってもら

えるものというのを、本当は商品を作る時に

目指さないといけないです。 

 今のバスネットワークがどうかというと、

それがどうであるとは僕はここで簡単には言

えないですけれども、今財政負担の話も出ま

したが、長くバスをこれから先も関市内で続

けていくためには、財政負担のことも考えな

いといけない。利用者の人にも使ってもらわ

なければいけないという時には、便利でわか

りやすくて値打ちがある、お値打ちなもので

あるというものを作らないといけないと思い

ます。 

 そういうことをやるとどういうことが起き

るかと言うと、１番良いのは、市民の中に応

援団がどんどん増えていくことだと思います。

バスの方が便利ならバスを使うとか、車の方

が便利だけどバスの方に市がお金を入れてい

ても仕方ないよね。仕方ないというよりはそ

れは積極的にやってもらった方が自分もいつ

かは使うかもしれないから、やっぱりバスは

大切だねという意識を持ってもらう。そのと

きに使ってみると、「便利じゃないか」、

「わかりやすいじゃない」というものになっ

ているかどうかということだと思います。 

 地域内運行バスを旧町村の所でやられてい

るわけですけれども、市内についても同じよ

うな状況になってくると思います。市が一方

的にやるとか、岐阜バスと市で考えてバスが

維持できるという時代は、残念ながらもう終

ってしまったと思います。住民の人たちに参

加してもらって、どういう形の予算かはいろ

いろ形があると思います。お金を出してもら

うとか、使ってもらうとか、例えば何かバス

でイベントを企画するとか何でもよいのです

けれども、そうやって市民の人たちにバスと

いうものが大切なものであると思ってもらっ

て、それを支えてもらおうという意識を醸成

していくのが、非常に重要ではないかと思い

ます。そのために便利でわかりやすくて値打

ちのあるものにするというのが、非常に重要

です。 

 それから、子どもの話も出ていましたけれ

ども、以前に話したかもしれませんが、別の

所でバス会社と市の人たちが一緒に幼稚園や

小学校に行ってバスの乗り方の出前講座をや

ったりしています。段ボールで運賃箱みたい

なものを作って、こうやって運賃を入れるん

だよということをしているのです。今の子ど

もはバスに乗らないですね。なぜなら、子ど

もの頃からお父さんやお母さんの車で移動し

ているからだと思います。そうすると、いざ

自分がバスに乗るというときに、乗り方がわ

からないから使わない。バスという頭がそも

そもないというまま大人になってしまうとい

うのであれば、高校くらいのときにバスを使

うかもしれませんけれども、そういうときは

だいたいバスの運転手と高校生って敵同士み

たいなもので、あいつはまた余計なことをし

ているという運転手もいるし、逆に高校生か

らは運転手の対応が悪いと思っているところ

があって、やはり高校を出て社会に出るには

すぐに免許を取ってしまうとか、あるいは高

校によっては原付通学が認められるというの

もありますよね。 
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 そういうふうだと、ずっとバスというのが

頭にない。あるいはバスだけではなくて、鉄

道とか公共交通が移動行動の中にないという

のが多くなってしまう。そういう人たちが高

齢者になったときに免許を離さないです。今、

高齢者が利用されるとか高齢者の足として必

要だという話が出ていたのですけれども、今

の高齢者は車を使うんですよ。 

 だからやはり、高齢者の人たちにもバスに

乗ってもらうためには、バスだけでも生きて

いけるよという、車を使わなくても生活でき

るんだよということが言えるようなバスネッ

トワークがないと、やはりどれだけ使えと言

っても不便であればバスは使えないです。そ

れによって、自分の生活が非常に制約される

のだったら使わないということになってしま

います。 

 そうではなくて、バスというものがあって

それに合わせて生活すれば、ある程度車がな

くても生きていけるのだ、自分は運転に不安

があるからバスを使いましょう、車はもうや

めようと思うような意識を醸成していく。そ

のときに、自分が普通に生活する中では何も

起こらないので、やはりバスがあるのだねと

いうことを思ってもらう。知ってもらって、

その上で便利だねと思ってもらう。１度使っ

てみようかと思ってもらえるようなものにす

るというのが必要です。わかりやすい周知も

そうですし、わかりやすい周知をしたものが

わかりにくいバスだったら余計使わないので

すね。小難しいものをよくわかるように周知

したら、やっぱり難しいんだねということで

使わないのですね。 

 そうではなくて、システムとしてわかりや

すいものであって、かつそれがわかりやすく

こういうふうに使えばいいねということが周

知されるという２つのわかりやすさでいくと

いうことだと思います。そこのところを目指

していく段階に関市の公共交通はなったのか

なと思います。 

 そういう意味では、ここでデマンドって何

かとか、あるいはアユカはどうやって使った

らいいのという話が出ているということは、

ここの会議に出ておられる人がそうだったら

住民の人はもっとよくわからないということ

になるでしょうね、はっきり言ってしまえば。

ですから、そこの部分を広報とか、関市のバ

スは広報下手だというのは、僕は前から思っ

ているのですけれども、そこのところについ

て広報をするといっても興味がないと読んで

くれないので、難しいのですけれども、地道

に老人クラブとか町内の会合とかに出て行っ

て、バスというものの話をちょっとするとか、

市の人もそうですし、住民の人の中にそうい

う人が出てこれば、そこから口コミで広がっ

てきます。口コミが１番強いので、そうやっ

て広がっていくように仕向けると言うと言葉

は悪いですけれども、そう思ってもらえる人

をたくさん作っていくように、システムもそ

うですし、全体をそうしていくことが必要で

はないかと思います。 

○会長（青山副市長） 

 ありがとうございました。 

 事務局から何かありますか。部長や課長を

含めて、皆さんから意見がありましたが。 

○委員（大野企画部長） 

 事務局である企画部の大野でございます。

よろしくお願いします。 

 今日は路線の変更の話ですけれども、今関

市では、この市役所の東側にバスの結節点を

作るという考え方で、これからどう組み上げ

ていくか悩んでいる状態であります。この市

役所の東側を通る西本郷一ツ山線が完成して

おるように見えるのですけれども、先ほども

副市長が申し上げましたように、長良川鉄道

を越えた向こう側の国道248号が長良川鉄道

とすごく近い距離にあるということで、工事

自体はそれほど費用のかかるものではないの

ですが、バスの退避や一般自動車の退避がで

きないということで、なかなか安全の確保の
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面で遅れている状況であります。信号の組み

合わせ等を上手くやりながら、むしろ鉄道と

国道248号を近付け、一体処理するという考

え方でなんとか上手く抜けられないかという

ことで、建設部の方で協議を進めさせていた

だいている状況でございます。 

 なんとか３年半後には南北を抜けたい。そ

うすると、関の本当の背骨というか、中心の

１番大事な道路になると思いまして、そこを

上手く活かして、その結節点と名古屋を高速

バスで結ぶことによって、１時間以内で通え

ます。そうすれば、通勤・通学の可能性も十

分出てくるということで、そのあたりを大事

なバス交通の施策のスタートにして、あとは

いろいろなバス、市内循環とか地域間とか路

線バスとかも繋いで、どこへでも移動しやす

い、わかりやすい、あるいは関へ訪ねてこの

結節点に来てから次の目的地に行けばすぐ行

けるという、そういう体系を作りたいという

ことで進めているということでございます。 

 その考え方に対しまして、いろいろお気づ

きの点とか、こういう点に配慮が要るとか、

そんなことがございましたらご指導を頂戴し

たいなと思います。 

 一方で、先ほども出ておりましたように、

地域の方々が地域で暮らすための足というこ

とでも、今後しっかり皆さんの意見を伺って

作っていきたいという思いでございますので、

ご指導いただきたいと思っております。 

○会長（青山副市長） 

 今日、委員の皆様から一言ずつご意見を頂

戴いたしました。やはり、関市としては、大

事な地域の足という位置づけと思っておりま

す。鉄道は鉄道で利便性がございますが、関

はバス交通が重点的な交通の足だろうと思い

ます。今後も皆様方の忌憚のないご意見をい

ただきながら、尐しでも安全性や利便性に努

めていきたいと思っております。よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上で今日の議題は終わりましたので、事

務局の課長へお返しします。 

○事務局（山下まちづくり推進課長） 

 青山副市長、進行をありがとうございまし

た。今回の公共交通会議は、住民の皆様に不

利益なことがあってはいけないということで、

お諮りした内容は大変軽微な内容でありまし

たが、大変有意義なご意見をいただきました。 

 私ども職人のまちなのかもしれませんが、

作り上手の売り下手ではないですが、制度を

一生懸命工夫するのですが、ＰＲ下手という

ところをご指摘いただいたような気がいたし

ます。できるだけそういった点も配慮してい

きたいと思いますので、いろいろなご指導を

いただきたいと思います。 

 それではこれをもちまして、平成23年度第

２回関市公共交通会議を閉会させていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後３時08分 閉議 

 


